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登別市競争入札参加資格審査事務取扱要領

第１ 趣旨

この要領は、登別市競争入札参加資格審査事務処理要綱（平成７年訓令第３号。以下「要綱」

という。）第１０条の規定に基づき、登別市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その

他の契約（以下「工事等」という。）に係る競争入札に参加する者に必要な資格（以下「資格」

という。）に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第２ 資格審査等

１ 資格審査の申請等

（１）登別市契約事務規則（昭和６３年規則第１９号。以下「契約事務規則」という。）第８条

及び第２４条の規定による競争入札に参加しようとする者（以下「申請者」という。）の資

格審査の申請は、入札参加資格審査申請書（別記様式第１号の１、別記様式第１号の２。以

下「申請書」という。）によるものとする。

（２）前号の申請書には、別表第１に掲げる書類を添付させるものとする。

２ 資格の審査

総務部長は、別表第２の登別市競争入札参加資格審査基準に基づき、当該申請者の資格を審査

するものとする。

３ 資格の再審査

（１）要綱第５条第１項の規定による資格の変更に関する申請は、競争入札参加資格変更審査申

請書（別記様式第２号）によるものとする。

（２）前号の競争入札参加資格変更審査申請書には、必要に応じ次の書類を添付させるものとす

る。

経緯書、登記事項証明書（履歴事項証明書）、定款（法人の場合）、株主総会又は社員総会

の決議書、合併契約書、公正取引委員会への届出書

第３ 競争入札への参加排除

１ 該当者の報告等

主管部長は、当該所管に係る事項に関し、要綱第７条の規定による競争入札参加の排除基準に

該当する者があるとき認めるときは、競争入札参加排除該当者報告書（別記様式第３号。以下

「報告書」という。）を総務部長に送付するものとする。

２ 参加排除の審査等

（１）総務部長は、前項の規定による報告書を受理したときは、当該報告に係る事項につき、そ

の事実を調査確認の上、市長に報告するものとする。

（２）市長は、当該報告内容により、必要に応じ、当該報告書に意見を付して契約審議会に諮問
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するものとする。

（３）市長は、前号により諮問した事件につき、審議会から審議結果の通知があったときは、当

該資格者の競争入札への参加の排除及びその期間を決定するものとする。

３ 参加排除の通知

（１）要綱第７条第２項の規定による通知は、競争入札参加排除決定通知書（別記様式第４号）

によるものとする。

（２）総務部長は、前項第３号の決定を受けたときは、速やかに、その旨を競争入札参加資格排

除通知書（別記様式第５号）により関係部長等に通知するものとする。

４ 参加排除後の措置

主管部長は、参加排除者を競争入札に参加させないこととした期間内においては、随意契約の

相手方としてはならない。また、工事等の全部若しくは一部を下請し、委託し、又は受託して

はならないものとする。ただし、当該決定の時点において、現に履行中のものにあっては、こ

の限りではない。

附 則（平成７年訓令第４号）

（施行期日）

１ この要領は、平成７年４月１日から施行する。

（登別市建設工事等入札参加資格関係事務取扱要領の廃止）

２ 登別市建設工事等入札参加資格関係事務取扱要領（昭和６３年訓令第１２号）は、廃止す

る。

附 則（平成９年訓令第５号）

この訓令は、平成９年４月１日から施行する。

附 則（平成１１年訓令第８号）

この訓令は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則（平成１３年訓令第６号）

この訓令は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年訓令第８号）

この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年訓令第２２号）

この訓令は、平成１７年７月１日から施行する。

附 則（平成２３年訓令第９号）

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年訓令第２号）
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この訓令は、平成２９年１月１１日から施行する。

附 則（令和元年訓令第１１号）

この訓令は、令和元年６月１日から施行する。

附 則（令和２年訓令第２７号）

この訓令は、令和２年１２月１日から施行する。

附 則（令和３年訓令第１９号）

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和７年訓令第２４号）

この訓令は、令和８年１月１日から施行する。

別表第１（第２関係）

書類

番号

添付書類 添付要○印

建設

工事

測量・

設計等

物件の

購入等

１ 経営事項審査結果通知書のコピー ○

２ 工事（事業）経歴書 ○ ○

３ 工事経歴書集計書 ○

４ 技術者名簿 ○ ○

５ 代表者身分証明書（個人企業のみ） ○ ○ ○

６ 登記事項証明書（法人のみ） コピー可 ○ ○ ○

７ 許可・登録証明書 コピー可 ○ ○ ○

８ 建設業退職金共済組合等の加入・履行証明書のコピー ○

９ 建設工事入札参加資格審査申請書付表 ○

１０ 設計等入札参加資格審査申請書付表 ○

１１ 納税証明書（登別市税並びに消費税及び地方消費税分） ○ ○ ○

１２ 委任状（法人のみ）本社（店）以外が登録する場合 ○

１３ 定款（法人のみ） コピー可 ○

１４ 営業証明書（市区町村又は商工会議所で発行、申請時３箇月

以内）

○

１５ 使用印鑑届 ○

１６ 代理店又は特約店証明書 コピー可 ○

１７ 銀行取引証明書又は残高証明書 ○ ○ ○

１８ 誓約書 ○ ○ ○
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別表第２（第２関係）

登別市競争入札参加資格審査基準

第１ 共通的審査事項

１ 参加しようとする競争入札に付される事項の性質又は目的上、その履行について法令の規定

に基づく許可、認定、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認定、登録等を受けて

いる者であること。

２ 政令第１６７条の４第１項の規定に該当するものでないこと。

３ 政令第１６７条の４第２項の規定により競争入札に参加させない者の決定を受けた後、その

決定に係る期間を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人と

して使用する者でないこと。

第２ 建設工事に係る競争入札参加資格格付のための審査

１ 格付に係る審査項目及び基準

（１）客観的要素の審査項目及び基準

客観的要素の審査項目及び基準は、平成６年６月８日付け建設省告示第１４６１号（建設

業法第２７条の２３第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件）の定めるところによ

るものとする。

（２）主観的要素の審査項目及び基準

主観的要素の審査項目及び基準は、登別市請負工事施行成績評定表要領に基づくものと

し、工事施行成績について、前年に施行した工事に係る評定点の平均値が、次の表の評定数

値のいずれに該当するかを審査するものとする。この場合において、その平均値に小数点以

下の数値があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、工事施行成績以外の審査項

目及び基準を設定するときは、その都度市長が定める。

評定点の平均値 付与点数

８５以上 ５０

８０から８４まで ４５

７５から７９まで ４０

７０から７４まで ３５

６５から６９まで ３０

６０から６４まで ２０

５５から５９まで １０

５４以下 ０
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２ 総合評定数値

建設工事に係る競争入札参加資格格付のための総合評定数値は、客観的要素の評定数値と主

観的要素の評定数値との和とする。

３ 対応工事の予定価格

前項により格付された等級に対応する工事予定価格は、次のとおりとする。

備考 登別市競争入札参加者指名基準第３条第１号に規定する者又は当該工事が全体計画の一

部である場合及び継続的な性格を有する場合に限り、予定価格に対応する等級より上位の等

級に格付けされた者を指名することができる。

４ 格付基準の作成

総務部長は、格付のための総合評定数値により各申請者の格付の決定をしようとするとき

は、総合評定数値の分布、格等級の構成比、工事予定価格帯及び工事量等を勘案の上、格付基

準を作成するものとする。この場合において、総務部長は、工事種類間における調整に留意し

なければならない。

５ 工事種別

工事の種類は９業種とし、建設業法に規定する工事の種類との対応関係は、次のとおりとす

る。

工事の分類 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

工事種類

一般土木工事

舗装工事

４，０００万円以上 １，０００万円以上

４，０００万円未満

１，０００万円未満

建築工事

機械器具設置工事

４，５００万円以上 １，５００万円以上

４，５００万円未満

１，５００万円未満

管工事 ２，５００万円以上 ５００万円以上

２，５００万円未満

５００万円未満

電気工事 ２，０００万円以上 ５００万円以上

２，０００万円未満

５００万円未満

造園工事

塗装防水工事

板金工事

１，５００万円以上 ５００万円以上

１，５００万円未満

５００万円未満

参加資格 Ａ Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ・Ｃ

業者等級

工事種別 建設業法に規定する工事種別

一般土木工事 土木一式、とび・土工・コンクリート、石、タイル・れんが・ブロック、鋼
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構造物、鉄筋、浚渫、水道施設、解体

建築工事 建築一式、大工、とび・土工・コンクリート、石、タイル・れんが・ブロッ

ク、鋼構造物、鉄筋、ガラス、内装仕上、消防施設、解体

電気工事 電気、電気通信、消防施設

管工事 管、熱絶縁、さく井、水道施設、消防施設

舗装工事 舗装

板金工事 屋根、板金

塗装工事 左官、塗装、防水

機械器具 機械器具設置

造園工事 造園


